
市
が
相
談
に
応
じ
ら
れ
な
い
も
の

・ 
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
１
年
目
の

申
告

・ 

株
式
に
係
る
譲
渡
所
得
な
ど

（
損
失
繰
越
を
含
む
）
の
申
告

・ 

土
地
建
物
な
ど
の
譲
渡
所
得
の

申
告
（
公
共
事
業
で
市
や
県
に

売
却
し
た
場
合
の
み
受
付
可
）

・ 

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
な
ど

の
申
告

・ 

仮
想
通
貨
に
係
る
雑
所
得
な
ど

の
申
告

・ 

青
色
申
告
決
算
書
の
書
き
方
の

相
談

・
青
色
申
告
（
確
定
申
告
）

・ 

平
成
３０
年
分
以
前
の
過
去
の
申

告
※ 

複
雑
な
計
算
な
ど
が
必
要
な
た

め
、
市
の
申
告
相
談
会
場
で
は

相
談
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
税
務
署
か
、
税
理
士

（
有
料
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
作
成
済
み
の
確
定
申
告
書
の

提
出
は
可
）

【
問
合
せ
】
税
務
課�

収
税
班

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
９

社
会
保
険
料
控
除
資
料
の

発
送

　
令
和
元
年
（
平
成
３１
年
）
中
の

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
納
付
額

を
お
知
ら
せ
す
る
「
社
会
保
険
料

控
除
資
料
」
を
１
月
２１
日
㈫
に
発

送
し
ま
す
。
市
・
県
民
税
申
告
や

所
得
税
の
確
定
申
告
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。（
到
着
ま
で
に
２
～
３

日
か
か
る
場
合
あ
り
）

　
遺
族
年
金
か
障
害
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
で
、
資
料

が
必
要
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※ 

令
和
元
年
（
平
成
３１
年
）
中
に
、

年
末
調
整
用
に
資
料
を
請
求
し

た
人
（
事
業
所
で
の
一
括
請
求

を
含
む
）、
社
会
保
険
料
を
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
天
引

き
）
の
み
で
納
付
の
人
に
は
郵

送
し
ま
せ
ん

【
問
合
せ
】
介
護
保
険
課

　
介
護
保
険
係　

�

☎
７
７
３

－

６
６
７
５

要
介
護
認
定
者
　

税
申
告
用
「
障
が
い
者
控
除

対
象
者
認
定
書
」
の
発
送

　
確
定
申
告
と
住
民
税
申
告
に
必

要
な
「
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
１
月
２１
日
㈫
に
発
送
し

ま
す
。（
到
着
ま
で
に
２
～
３
日

か
か
る
場
合
あ
り
）

　
対
象
者
は
、
令
和
元
年
１２
月
３１

日
現
在
、
６５
歳
以
上
の
要
介
護
認

定
者
で
、税
申
告
の「
障
が
い
者
」

か
「
特
別
障
が
い
者
」
に
該
当
す

る
人（
令
和
元
年（
平
成
３１
年
）中

に
亡
く
な
っ
た
人
を
含
む
）
で
す
。

次
の
場
合
は
対
象
外
で
す

・ 

要
介
護
認
定
者
で
あ
る
が
、
認

定
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い

・ 

障
が
い
者
手
帳
か
療
育
手
帳
を

持
ち
、
そ
れ
に
よ
る
所
得
控
除

額
が
同
額
か
多
い

・ 

転
出
を
し
た
（
住
所
地
特
例
に

よ
る
転
出
は
除
く
）

・ 

令
和
元
年
１２
月
３０
日
以
前
に
要

介
護
認
定
の
有
効
期
間
が
終
了

し
、
更
新
申
請
を
し
て
い
な
い

・ 

窓
口
な
ど
で
す
で
に
交
付
済
み

　
控
除
額
な
ど
は
、
税
務
課
（
☎

７
７
３

－

６
６
６
８
）
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
・
予
約
】
小
千
谷
税

務
署�

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
０
２
５
８－

８
３－

０
２
７
４

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
告

（
ス
マ
ホ
申
告
）
を

始
め
ま
せ
ん
か
？

　
税
務
署
で
は
、
混
雑
す
る
確
定

申
告
会
場
に
出
向
か
ず
と
も
簡
便

に
手
続
き
が
完
了
す
る
ス
マ
ホ
申

告
を
勧
め
て
い
ま
す
。
ス
マ
ホ
申

告
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
。
ぜ
ひ
、
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

日
時　
１
月
２３
日
㈭　

午
前
１０
時
３０
分
～
正
午
、
午
後

１
時
３０
分
～
３
時

会
場　
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー

　
１
階 

研
修
室

定
員　
各
回
４０
人

持�

ち
物　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
運

転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書

類
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
者
識

別
番
号
な
ど
の
通
知

※ 

利
用
者
識
別
番
号
は
お
持
ち
の

人
の
み

事
前
予
約　
１
月
１７
日
㈮
ま
で

注
意
事
項

・ 

ス
マ
ホ
申
告
を
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で

送
信
・
提
出
す
る
に
は
、
送
信

用
の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
か
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
対
応

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
が
必

要
で
す
。

・ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
国
税
庁

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認
で
き
ま

す
。

・ 

当
日
会
場
で
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス

ワ
ー
ド
の
発
行
ブ
ー
ス
を
設
置

し
ま
す
。

・ 
な
お
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、

税
務
署
で
５
分
程
度
で
発
行
で

き
ま
す
。

※ 

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
申
請
は
、

税
務
署
職
員
と
納
税
者
本
人
と

の
対
面
に
よ
る
本
人
確
認
が
必

要
で
す
（
家
族
の
代
理
申
請
は

で
き
ま
せ
ん
）

【
問
合
せ
】
市
民
課

　
国
保
年
金
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
１

税
申
告
前
に
国
保
高
額
療
養

費
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
令
和
元
年
１２
月
分
の
医
療
費
が
、

国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
に

該
当
す
る
見
込
み
の
人
は
、
高
額

療
養
費
の
申
請
を
済
ま
せ
て
か
ら

税
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合
、

申
請
案
内
を
診
療
月
か
ら
早
く
て

２
か
月
後
に
送
付
し
ま
す
。
令
和

元
年
１２
月
分
の
申
請
案
内
は
、
２

月
下
旬
の
発
送
予
定
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

先
に
税
申
告
を
済
ま
せ
る
と
、

税
の
修
正
申
告
が
必
要
な
場
合

や
、
高
額
療
養
費
の
受
け
付
け

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

市報 みなみ魚沼　令和2年1月1日発行9


